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2 

七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域

内の土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必

要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合におい

て、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土

地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同

表の下欄に掲げる基準に適合していること。 

宅地造成及び特定盛

土等規制法（昭和 36

年法律第 191 号）第

10 条第 1 項の宅地造

成等工事規制区域 

宅地造成及び特定盛土

等規制法第 26条第 1項

の特定盛土等規制区域 

津波防災地域づくり

に関する法律第 72 条

第 1 項の津波災害特

別計画区域 

開発行為に関する工

事 

開発行為（宅地造成及

び特定盛土等規制法第

30 条第 1 項の政令で定

める規模（同法第 32 条

の条例が定められてい

るときは、当該条例で

定める規模）のものに

限る。）に関する工事 

津波防災地域づくり

に関する法律第 73 条

第 1 項に規定する特

定開発行為（同条第 4

項各号に掲げる行為

を除く。）に関する工

事 

宅地造成及び特定盛

土等規制法第 13 条の

規定に適合するもの

であること。 

宅地造成及び特定盛土

等規制法第31条の規定

に適合するものである

こと。 

津波防災地域づくり

に関する法律第 75 条

に規定する措置を同

条の国土交通省令で

定める技術的基準に

従い講じるものであ

ること。 
 

2 

七 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域

内の土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必

要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合におい

て、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土

地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同

表の下欄に掲げる基準に適合していること。 

宅地造成      等規

制法（昭和 36 年法律第 191

号）第 3 条第 1 項の宅地造成 

 工事規制区域 

津波防災地域づくりに関する法律第

72 条第 1 項の津波災害特別計画区域 

開発行為に関する工事 津波防災地域づくりに関する法律第

73 条第 1 項に規定する特定開発行為

（同条第 4 項各号に掲げる行為を除

く。）に関する工事 

宅地造成      等規

制法第 9条の規定に適合する

ものであること。 

津波防災地域づくりに関する法律第

75 条に規定する措置を同条の国土交

通省令で定める技術的基準に従い講

じるものであること。 
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3 

十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行

う開発行為（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法

第 12 条第 1 項又は第 30 条第 1 項の許可を要するものを除く。）又は住宅

以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工

事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区

域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じる

おそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外

の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力お

よび信用があること。 

 

十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行

う開発行為（当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法

第 12 条第 1 項又は第 30 条第 1 項の許可を要するものを除く。）又は住宅

以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（当該開発行為に関する工

事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区

域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じる

おそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外

の開発行為にあっては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成す

るために必要な能力があること。 

3 

十二 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行

う開発行為                              

                                                          又は住宅

以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（             

                          当該開発行為の中断により当該開発区

域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じる

おそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外

の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力お

よび信用があること。 

 

十三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行

う開発行為                             

                            又は住宅

以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築

若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為（            

               当該開発行為の中断により当該開発区

域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じる

おそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。）以外

の開発行為にあっては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成す

るために必要な能力があること。 

5 

２. 開発行為に関する許可基準 

  

開発行為に関する許可基準は、法第 33 条に規定する技術基準及び法第 34

条に規定する市街化調整区域における許可基準から成っている。 

法第 33 条は、良好な市街地の形成を図り、宅地に一定の水準を保持させ

ることを目的とした基準である。市街化区域及び未線引き都市計画区域に

おける開発行為は、法第 33 条の基準に適合すれば、許可しなければならな

い。なお、開発の目的や宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を要する行

為に該当するか否かにより基準の適用が異なり、これを整理すると表 1.1

のとおりである。 

 

5 

２. 開発行為に関する許可基準 

  

開発行為に関する許可基準は、法第 33 条に規定する技術基準及び法第 34

条に規定する市街化調整区域における許可基準から成っている。 

法第 33 条は、良好な市街地の形成を図り、宅地に一定の水準を保持させ

ることを目的とした基準である。市街化区域及び未線引き都市計画区域に

おける開発行為は、法第 33 条の基準に適合すれば、許可しなければならな

い。なお、開発の目的に応じて適用基準が限定しており、これを整理する

と表 1.1 のとおりである。 
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12 

⑥ 接続先道路（開発区域外）（令第 25 条 4 号道路）の幅員 

接続先道路は、予定建築物等の用途及び開発区域の規模に応じて、次の表

に掲げる公道であること。ただし、施行令第 25 条第 4 号に規定する幅員（住

宅系 6.5ｍ以上、住宅系以外 9.0ｍ以上）に満たない幅員の道路を接続先道

路とする場合は、待避施設の有無、接続先道路の拡幅計画、基準道路※まで

の距離等を踏まえた中で、車両通行に支障のないことを条件とする。 
※基準道路：施行令第 25 条第 4 号に規定する幅員の道路 

（ⅰ）予定建築物の用途が住宅系の場合 

 1.0ha 未満 1.0ha以上 5ha未満 5ha 以上 

主として利用する

接続先道路 
4.0m 以上(条件付) 6.5m 以上 6.5m 以上 

（注）さらに交通の安全上、周辺地域に著しい影響を及ぼす恐れがないと認

められる場合に限り、開発区域の面積が 1.0ha以上 5.0ha未満の場合は 4.0m

以上とすることができる。 

 

（ⅱ）予定建築物の用途が住宅系以外の場合 

 5ha 未満 5ha 以上 

主として利用する接続先道路 6.5m 以上(条件付) 9.0m 以上 

（注）さらに予定建築物の用途、規模から想定される発生交通が交通の安全

上、周辺地域の著しい影響を及ぼす恐れがないと認められる場合に限り、開

発区域の面積が 5.0ha 未満の場合は 4.0m 以上、5.0ha以上 20.0ha 未満の場

合は 6.5m 以上とすることができる。 

 

 

 

12 

⑥ 接続先道路（開発区域外）（令第 25 条４号道路）の幅員 

接続先道路は、予定建築物等の用途及び開発区域の規模に応じて、次の表

に掲げる公道であること。 

施行令第２５条第４号に規定する幅員の道路（以下基準道路）以下の幅員

の道路と接続する場合は、待避施設の有無、接続先道路の拡幅計画、基準道

路までの距離等を考慮し、車両通行に支障のないことを確認すること。 

 

（ⅰ）予定建築物の用途が住宅系の場合 
 

1.0ha 未満 1.0ha 以上 5ha 未満 5ha 以上 

主として利用する

接続先道路 
4.0m 以上    6.5m 以上 6.5m 以上 

（注）   交通の安全上、周辺地域に著しい影響を及ぼす恐れがないと認

められる場合に限り、開発区域の面積が 1.0ha以上 5.0ha未満の場合は 4.0m

以上とすることができる。 

 

（ⅱ）予定建築物の用途が住宅系以外の場合 
 

5ha 未満 5ha 以上 

主として利用する接続先道路 6.5m 以上     9.0m 以上 

（注）   予定建築物の用途、規模から想定される発生交通が交通の安全

上、周辺地域の著しい影響を及ぼす恐れがないと認められる場合に限り、開

発区域の面積が 5.0ha 未満の場合は 4.0m 以上、5.0ha以上 20.0ha 未満の場

合は 6.5m 以上とすることができる。 

 

 

 

 

接続先道路 接続先道路 

開発面積 開発面積 

接続先道路 接続先道路 
開発面積 開発面積 
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26 

(12)無電柱化について 

無電柱化の推進に関する法律（平成 28 年法律第 112 号。以下、「無電柱化

法」という。）第 12 条前段において、関係事業者は、社会資本整備重点計画

法（平成 15 年法律第 20 号）第２条第２項第１号に掲げる事業（道路の維持

に関するものを除く。）、都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第４条第７

項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施される場合

には、これらの事業の状況を踏まえつつ、電柱又は電線を道路上において新

たに設置しないようにすることとされている。 

国の技術的助言（※）では、「その他これらに類する事業」には都市計画

法第 29 条の開発許可を受けて行う開発行為に関する事業も含まれると解さ

れており、開発行為により新たに設置される道路（以下「開発道路」という。）

においても無電柱化（電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱

又は電線の道路上における新たな設置を抑制することをいう。）が求められ

るので、開発許可申請者は、道路管理者との公共施設管理者協議において無

電柱化の実施についても協議すること。 

また、道路管理者に引き継がれない開発道路（私道）等であっても、災害

の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等の観点から、可能

な限り無電柱化の実施が望ましいとされていることに留意すること。 

（※）無電柱化の推進に関する法律を踏まえた開発許可制度の運用について

（技術的助言）（令和２年３月 19 日付国都計第 133 号国土交通省都市

局都市計画課長通知） 

 

 

26 

（追加） 

44 

宅地造成及び特定盛土等規制法の許可を要する行為に該当する場合は、同法

の技術基準が適用されるため、「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令」、「盛

土等防災マニュアル」及び「盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究

会）」によること。 

 

44 

（追加） 
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45 

２. 造成工事に関する基準の解説 

 法第 33 条第 1 項第 7 号は、宅地の安全性の規定である。その技術的基準

は施行令第 28 条に規定されている。なお、詳細は、「盛土等防災マニュアル」

及び「盛土等防災マニュアルの解説（盛土等防災研究会）」を参考（※）と

すること。 

（※）都市計画法の許可を必要とする開発行為で盛土規制法の対象とならな

いものについては、盛土規制法と都市計画法では技術的基準が異なる

ことを踏まえ、過剰な対策とならないように注意が必要 

 

 

45 

２. 造成工事に関する基準の解説 

 法第 33 条第 1 項第 7 号は、宅地の安全性の規定である。その技術的基準

は施行令第 28 条に規定されている。なお、詳細は、「宅地防災マニュアルに

ついて」を参照すること。 

 

                                   

                                                              

                                                    

48 

③ 切土法面勾配は、既往の法面勾配、成層状態、湧水等を十分調査し、表

6.2 に示す標準値や施行規則第 23 条の各号及び「盛土等防災マニュアル

の解説」Ⅵ 切土 を勘案し決定する。 

 

48 

③ 切土法面勾配は、既往の法面勾配、成層状態、湧水等を十分調査し、表

6.2 に示す標準値や  規則第 23 条の各号               

        を勘案し決定する。 

50 

（4）がけ面の保護 

  施行規則第 23 条第 4 項は、擁壁の設置義務のないがけについての保護

の規定である。開発行為によって生ずるがけ面は、同条第 1 項の規定によ

る擁壁設置の義務が課せられていないものについても、風化、雨水、その

他の地表水による侵食からがけ面を保護するためにはなんらかの保護工

を行わなければならない旨を規定している。保護工については「盛土等防

災マニュアルの解説」Ⅶ のり面保護工及びその他の地表面の措置 におい

て表 6.3 のとおり示されているが、適用にあたっては土質、地形、施行時

期等を考慮して適切な工法を選ぶものとする。 

  

 

 

 

 

 

50 

（4）がけ面の保護 

  施行規則第 23 条第 4 項は、擁壁の設置義務のないがけについての保護

の規定である。開発行為によって生ずるがけ面は、同条第 1 項の規定によ

る擁壁設置の義務が課せられていないものについても、風化、雨水、その

他の地表水による侵食からがけ面を保護するためにはなんらかの保護工

を行わなければならない旨を規定している。保護工については表 6.3 に示

されているが、適用にあたっては土質、地形、施行時期等を考慮して適切

な工法を選ぶものとする。 
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51 
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52 

① 擁壁に関する構造基準 

施行規則第 27 条第 1 項第 1 号は、擁壁の構造計算及び実験の原則を示

したものである。鉄筋コンクリート造のように容易に構造計算のできるも

のについては構造計算により、間知石積のように容易に構造計算できない

ものについては実験を主体としてその安全を確認することとなる。構造計

算に必要な係数、数値は、「盛土等防災マニュアルの解説」Ⅷ・３ 擁壁の

設計及び施工等を参照すること。 

52 

① 擁壁に関する構造基準 

施行規則第 27 条第 1 項第 1 号は、擁壁の構造計算及び実験の原則を示

したものである。鉄筋コンクリート造のように容易に構造計算のできるも

のについては構造計算により、間知石積のように容易に構造計算できない

ものについては実験を主体としてその安全を確認することとなる。    

                                                                 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


